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１ 通学路交通安全プログラムの目的 

   平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発

生したことから、平成２４年８月に各小学校の通学路において関係機関

と連携して危険箇所の緊急合同点検を実施し、必要な安全対策を講じて

きました。 

   引き続き関係機関が連携し、一層効果的な通学路安全対策を図ること

を目的として、「岡崎市通学路交通安全プログラム」を策定しました。 

  

     

２ 通学路交通安全プログラムの位置づけ 

   「岡崎市通学路交通安全プログラム」の実施の推進にあたっては、既

存の委員会（岡崎市交通安全対策推進委員会）を活用し関係機関のスム

ーズな連携・調整を実現することにより、効率的な通学路の安全対策を

図るものです。 

 

 図１ 通学路交通安全プログラムの位置づけ 
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３ 通学路交通安全プログラムの推進体制 

道路管理者、教育委員会・学校、交通管理者、保護者、地元と、「通学

路点検テーマ」等により選定された調査箇所の合同点検を行います。 

通学路の交通安全対策を着実・効果的に推進するため、交通安全対策

に関する情報、交通安全対策の計画・進捗状況について関係者との情報

共有を行います。 

          

４ PDCA サイクルを活用した取組方針 

    継続した通学路の安全確保を図るため、毎年、合同点検を行います。 

   交通安全対策の実施に際しては、安全性の確保が求められる箇所を基本

とし、通行する児童数など総合的な評価から、優先順位を検討し順次実

施を推進していきます。 

交通安全対策の効率的・効果的な改善を実現するため、Plan(計画)、

Do（実行)、Check（評価）、Action（改善）を毎年実施していきます。 

路面補修、路面表示補修など、修繕等で対応できる安全対策について

は、随時、関係部局が対応していきます。 

 

図２ PDCA サイクル   
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（１）各学校での安全点検 

各学校で指定した通学路について、学校が中心となり、保護者・

地元と連携を図り、毎年定期的な安全点検を行い、危険箇所の確認

をするとともに安全対策が必要な箇所については、学校から教育委

員会に要望書を提出し教育委員会でとりまとめ、岡崎市交通安全対

策推進委員会に報告し、関係部局に対応を依頼します。 
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（２）定期的な合同点検 

合同点検箇所は、教育委員会と道路管理者の協議により候補箇所

を選定し、教育委員会が作成する依頼書に基づき、岡崎市交通安全

対策推進委員会において、「合同点検のテーマ」、「交通環境」、「教育

委員会・学校、道路管理者、交通管理者の三者による検討が必要な

箇所」等を総合的に勘案し、効率的・効果的に合同点検が行なえる

箇所を決定します。 

実施時期は、小学校の夏期休業中を基本に行います。 

 

（３）合同点検の実施 

      合同点検は、道路管理者、教育委員会・学校、交通管理者を基本

とし、出来る限り保護者・地元の参加協力を得て実施するものとし

ます。 

   

（４）対策の検討(Plan) 

ハード対策、ソフト対策の両面から具体的な交通安全対策を検討

協議します。 

また、中長期的となる対策については、暫定対応策についても検討

します。 

検討された安全対策が着実に行なわれるよう、箇所ごとに計画を

策定します。 

 

（５）対策の実施(Do) 

 計画された対策は、教育委員会・学校、道路管理者、交通管理者、

保護者・地元の理解と協力を得て、関係部局が中心となり対策の実施

を推進していきます。 

 対策の実施にあたっては、これまでの対策の実施状況や危険の状

態、実施効果などから総合的に判断し、優先順位を定め着実に推進す

るものとします。 

 

（６）対策の評価(Check) 

  箇所ごとの計画に基づき、安全対策が着実に実施されているか、実

施状況の確認、評価を行います。 

 

（７）対策の改善(Action) 

      安全対策の実施状況や評価に基づき、必要に応じて見直しを行

い、計画の見直しを行います。    
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図３ 年間スケジュール 

    ～５月  各学校における安全点検       （学校、保護者、地域） 

        ５月  通学路安全対策要望書の提出     （学校） 

     ５月  合同点検依頼議案の提出       （教育委員会） 

     ６月  合同点検実施箇所の選定       （岡崎市交通安全対策推進委員会） 

     ７月  合同点検実施通知           （教育委員会） 

   ７～８月  合同点検実施            （道路管理者、教育委員会・学校、交通管理者、保護者、地元） 

    １０月  合同点検実施箇所の対策案検討調整  （岡崎市交通安全対策推進委員会） 

    １０月  次年度の点検テーマの選定      （岡崎市交通安全対策推進委員会） 

    １０月～ 合同点検実施箇所への対策の実施    （各所管部署） 

       

 

５ 対策箇所図、箇所一覧表の作成・公表 

    安全点検結果、合同点検の結果、安全対策の実施状況等については、

教育委員会、学校、道路管理者、交通管理者、保護者・地元等と情報共

有するため公開します。      

 

 

 

        


